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①インボイス制度とは
インボイス制度の内容

令和５年１０⽉１⽇から、売手側は買手側に対して、一定の事項を記載した
請求書・領収書（適格請求書等＝インボイス）を発⾏しなければならないこと。

一方で、買手側は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手
（売手）である事業者から交付を受けたインボイスの保存しなければならない
こと。
＊仕入税額控除については、インボイス研修会２で詳細を説明します。
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一定の事項とは
①発⾏事業者の名称及び登録番号
②取引年⽉⽇
③取引内容
④税率ごと価額（税抜⼜は税込）及び適用税率
⑤税率ごと消費税額
⑥書類受領者の名称（スーパー等の領収書等は省略可）
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②登録申請について
適格請求書発⾏事業者（登録事業者）となるためには、適格請求書発⾏事業者の
登録申請書を納税地の所轄税務署⻑へ提出する必要があります。

令和５年１０⽉１⽇（インボイス制度開始⽇）から登録を受けるためには、
令和３年１０⽉１⽇から令和５年３⽉３１⽇までの間に登録申請書を提出する必要
があります。
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当事務所では、令和３年１０⽉以降に、巡回監査担当者が
訪問の際、インボイス制度の説明を⾏い、当事務所より適
格請求書発⾏事業者の登録申請書を提出します。
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③売り手側（請求書発⾏）の対応
売り手側の４つの義務

１ 適格請求書の交付義務
２ 適格返還請求書の交付義務

売上にかかる対価の返還等（値引き・返品・割戻など）を⾏った場合には、
返還等について適格返還請求書を交付しなければなりません。

３ 修正した適格請求書の交付義務
交付した適格請求書に誤りがあった場合には、修正した適格請求書を交付
しなければなりません。

４ 写しの保存の義務
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適格請求書の記載に当たっての留意点
１端数処理の計算
適格請求書の記載事項である「税率ごとに区分した消費税額」に１円未満の
端数が⽣じる場合には、一の適格請求書につき、税率ごとに１回の端数処理
を⾏います。（つまり一取引ごとに消費税額を計算し、端数処理することは
できない。）

10



２複数の書類による対応
適格請求書は、一の書類のみですべての記載事項を満たす必要はありません。
例えば、請求書と納品書の２枚で適格請求書の記載事項を満たしている場合には、
その２枚で適格請求書とすることが可能です。
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まとめ
①
令和５年１０⽉１⽇から、売上・仕入・経費にかかる請求書等は
一定事項（特に登録番号）を付す（付されている）必要がある。
②
令和５年３⽉３１⽇までに登録事業者となるための申請書を税務
署に提出する必要がある。ただし、タクトより顧問先様へ説明の
上代理で提出します。
③
インボイス制度に対応するために、使用している会計ソフト・請
求書ソフト・レジシステム等がインボイス制度に対応し得る仕様
か、事前に確認する必要がある。
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お疲れさまでした。
インボイス研修会２へ続く

参考資料
国税庁 適格請求書等保存方式の概要（令和２年６⽉）
TKC事務所通信 消費税インボイス制度特集号
税理⼠渡辺章著 インボイス導入で変わる消費税実務（ぎょうせい）
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